
様式第２号（第５条関係） 

 

 

堺市南区自動通話録音装置貸与・不貸与決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

堺市南区長          印 

 

 

 

    年  月  日付けで申込みのあった自動通話録音装置の貸与に

ついて、堺市南区自動通話録音装置貸与事業実施要綱第５条第１項の規

定により、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

貸与の可否 

 

可    ・  不可 

不可の理由  

 


